
 

 

 

 

もうすぐボーナス支給です。 

今年の冬は、２．１７５月分。 

支給割合の内訳は、下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再任用者は、期末 0.7月・勤勉 0.45月です。 

（ただし勤勉手当の支給割合で、業績評価が「特に良好」は 0.475月、「良好でない」は 0.425月です。） 

★新加算額とは、給料月額に在職年数による加算率をかけたもので、人事委員会規則で定められています。 

 （校長 15または２０％・教頭１０％・教諭等在職９年以上で５％・在職１８年以上で１０％です。） 

★支給割合は、特休・休職・育休期間がある方や期限付き任用職員の場合、在職期間によって違ってきます。 

 

 

寒冷地手当について  
≪支給日≫ 

11月～3月の給料と一緒に支給されます。 

≪支給月額≫ 

 １．扶養親族のある世帯主：￥17,800 

 ２．扶養親族のない世帯主：￥10,200 

 ３．その他の職員：￥7,360 

 

※住民票上の世帯主だけでなく、主として生計

を支えている者は世帯主扱いになります。 

令和元年 11月 

上山市学校事務部会発行 

民間での一律支給分に相当する特別給 

（給料の月額＋扶養手当＋新加算額）×支給割合 

♪12月の支給割合 1.275月 

民間での成績査定分に相当する特別給 

（給料の月額＋新加算額）×支給割合 

 

♪12月の支給割合 0.9月 

 
＊ただし業績評価が 

    ・特に良好    1.0月 

    ・良好でない   0.8月になります。 

まだ正式決定ではありませ

んが、県議会を経てアップす

るかもしれません。 

リフレッシュ補助券は 
お使いになりましたか？  

有効期限は令和 2 年 3 月末日です。まだお手 

元にある方は早めのご利用をおすすめします！ 

≪契約事業所≫ 

・旅行業者 ・公共の宿（県内 23か所） 

・レジャー施設（リナワールド、クラゲドリーム館） 

・映画館 ・ゴルフ場 ・スキー場 ほか 

 

※詳細はリフレッシュ補助券の綴り、 

教職員互助会HPをご覧ください。 

※ 職員室の使用済トナーを使って印刷しています。 


